
緩和ケアに関する連絡事項

がん・疾病対策課

2020年12月11日（金）
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
緩和ケア部会
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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し
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緩和ケアの質の向上に向けた戦略

国・厚生労働省 国立がん研究
センター

医療機関等
（拠点病院等）

学術団体等

調
査
や
研
究
等

質
の
向
上
に
向
け
た
取
組

・患者体験調査＊

・遺族調査＊

・実地調査 等

・緩和ケアに関する研究
（厚生労働科学研究
AMED）

・緩和ケアチーム実地研修
・指定要件の改正
・緩和ケア研修会指針改正
・国立がん研究センターや
学会等との連携 等

・患者体験調査
・QI（Quality Indicator）
・遺族調査 等

・都道府県がん診療連携拠
点病院緩和ケアセンター指導
者研修
・都道府県指導者養成研修
（緩和ケアチーム研修企画）
・PDCAサイクル体制強化事業

（ピアレビュー支援等） 等

・患者・家族の調査研究

・専門的な緩和ケアに必要
な能力の確立
・教育効果の検証
・臨床データの把握 等

・ガイドライン等の整備・普及
・専門的な緩和ケアに関する

研修会等
・専門医等の育成・普及 等

＊：国立がん研究センターに委託

互いの成果を還元
（緩和ケアに関する指標等を参考）

・緩和ケアに関する研究
（厚生労働科学研究、
AMED）

・その他（医学部教育・臨床研修教育）等

・療養生活の質に関する把
握・評価（QI、第三者評価、拠

点病院間の実地調査等の活
用） 等

・緩和ケア研修の実施

・緩和ケアチーム・外来の実
践
・PDCAサイクルを用いた

緩和ケアの改善策 等

患
者
・家
族
の
苦
痛
の
軽
減

第２回がんとの共生のあり方
に関する検討会

令和元年7月31日

資料
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「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」の概要

平成28年12月にがん対策基本法（平成18年法律第98号）が改正され、緩和ケアについて定義された。また、「がん等における

緩和ケアの更なる推進に関する検討会」では、がん以外の患者に対する緩和ケアや医師・歯科医師以外の医療従事者を対
象とすることが必要との指摘があったこと等から、がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会を実施する。

基本的な緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識、技術、態度を修得することで、緩和ケアが診断の時から、適
切に提供されることを目的とする。

 がん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師
- がん診療連携拠点病院等で働く者

- がん診療連携拠点病院と連携する在宅療養支援診療所・病院、緩和ケア病棟を有す
る病院で働く者

 緩和ケアに従事するその他の医療従事者

ⅰ）必修科目

患者の視点を取り入れた全人的な緩和ケア／苦痛のスクリーニングと、その結果に応じた症状緩和及び専門的な緩
和ケアへのつなぎ方／がん疼痛の評価や具体的なマネジメント方法／呼吸困難・消化器症状・不安・抑うつ・せん妄
等に対する緩和ケア／コミュニケーション／療養場所の選択、地域における連携、在宅における緩和ケア／アドバン
ス・ケア・プランニングや家族、遺族へのケア

ⅱ）選択科目

がん以外に対する緩和ケア／疼痛・呼吸困難・消化器症状以外の身体的苦痛に対する緩和ケア／不安・抑うつ・せん
妄以外の精神心理的苦痛に対する緩和ケア／緩和的放射線治療や神経ブロック等による症状緩和／社会的苦痛に
対する緩和ケア

１ 背景

２ 目的

３ 研修対象者

５ 研修会の内容

 「e-learning」＋「集合研修」

４ 研修会の構成

（下線付赤字は平成30年4月から新しく追加されたもの）
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第２期がん対策推進基本計画 第３期
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3月より研修会の
中止・延期が増加

「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」
新型コロナウイルス対策の影響

緊急事態宣言
2020.4.7-5.6
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第１回 ・緩和ケアの質の向上（実地調査①、緩和ケア外来）
（2019年3月13日） ・相談支援・情報提供の質の向上（相談員研修①、地域における相談支援①）

第２回 ・緩和ケアの提供体制（緩和ケア研修、拠点病院等と地域との連携、苦痛のスクリーニング）
（2019年7月31日） ・地域における相談支援②

第３回 ・仕事と治療の両立支援の更なる推進
（2019年10月23日） ・アピアランスケアによる生活の質の向上

第４回 ・緩和ケアに関する実地調査②
（2020年1月29日） ・自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制

第５回以降 ・患者体験調査の結果を踏まえた評価と課題（相談員研修②、相談支援センター等）
・遺族調査の結果を踏まえた評価と課題
・小児・ＡＹＡ世代のがん患者・経験者の支援
・高齢世代のがん患者の支援 等

2021年 とりまとめ

本検討会のスケジュール（案）

「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」について別途
議論の場を設けることが必要である

↓
がんの緩和ケアに係る部会を設置し議論を進める
・苦痛のスクリーニング
・緩和ケアに関する実地調査 等

第４回がんとの共生のあり方に関
する検討会

令和２年1月29日

資料

２

改変

新型コロナウイルス
対策のため
スケジュール調整中
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